
≪接種費用軽減対象者≫

◎新型インフルエンザワクチン接種費用＝軽減対象外

≪医療機関窓口での手続き≫※軽減対象者①～⑥

（※軽減証明書は不要です）

　※　２回目接種について、１回目と異なる医療機関で接種した場合は、１回目の接種費用となります。

（注）１歳未満児については償還払い（Ｑ④参照）となりますので、医療機関へ接種費用軽減証明書の提出は不要です。

　（注）市外の医療機関（県外除く）で接種の場合で、医療機関窓口での軽減をご希望の方は、事前に健康推進課までお申し出ください。

①基礎疾患を有する方

②妊婦の方

③１歳から高校生に相当する年齢までの方

④１歳未満児の保護者等

⑤高齢者（６５歳以上の方）

⑥上記の方が身体上の理由で接種できない方の保護者等

⑦１歳未満児（注）

２回目接種

無料

軽減対象者（①～⑦）

健康成人（１９歳～６４歳） ３，６００円

無料

５００円 ５００円

３，０００円 ２，０００円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

【松阪市新型インフルエンザワクチン接種費用軽減について】

１回目接種

生活保護受給世帯

接種費用軽減対象者

●生活保護受給世帯

●市民税非課税世帯 軽減証明書を

もっていない

軽減証明書を

もっている

健康推進課へ申し出、確認

書・軽減証明書の交付を受け

医療機関に設置する確認書に必要事項を記

入の上、証明書を添付し、窓口へ提出

受け取った確認書に必要事項を

記入し、医療機関窓口へ提出

接種費用軽減対象者

●市民税課税世帯

医療機関に設置する確認書に必要事

項を記入の上、窓口へ提出
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（注）

（注）

ワクチン接種費用については、全国一律の金額となっておりますが、松阪市においては医療従事者を

除く優先接種対象者は接種費用が下記のとおり軽減されます。なお、軽減対象者で生活保護受給世

帯・市民税非課税世帯の方は医療機関窓口へ接種費用軽減証明書の提出が必要となります。また、１

歳未満児が接種を希望する場合も下記の軽減が受けられます。



≪Q＆A≫

Q③．平成２１年１月２日以降に転入された方は接種費用軽減対象にならないのでしょうか？
A．転入の場合、松阪市では税の情報がないため、軽減対象かどうか確認することができません。平成２１年１
月１日時点に住民登録のあった市町村での非課税世帯の証明が必要となります。証明書があれば接種費用軽減対
象となりますので、接種前に健康推進課までお問い合わせください。

Q②．窓口で接種費用（軽減前）を支払ってしまいました。後日、軽減分を支給してもらえるのでしょうか？
A．接種費用軽減対象の方であれば、償還払い（軽減分の支給）の対象となります。ただし、その場合、松阪市
健康推進課（春日町・健康センター）へ助成金（＝軽減分）の交付申請が必要です。申請時には軽減証明書（お
持ちの方のみ）・領収書・接種済証・印鑑・通帳が必要となります。県外や一部市外での接種は償還払いとなり
ます。

Q①．生活保護受給世帯・市民税非課税世帯ですが接種費用軽減証明書が送付されていません？
A．平成２１年１１月１日時点で生活保護受給世帯もしくは市民税非課税世帯（Ｈ２１年度）の方で１歳から１
８歳までの方（軽減対象者③）や６５歳以上の方（軽減対象者⑤）を対象に１１月１６日に接種費用軽減証明書
を郵送させていただきました。生活保護受給世帯もしくは市民税非課税世帯であり、妊婦・基礎疾患の方、１歳
未満児等の保護者等の方、また１１月２日以降に１歳や６５歳になられた方も軽減対象となります。接種のご希
望の方は、接種費用軽減証明書を発行しますので、健康推進課までお申し出ください。

Q④．健康成人（19歳から６４歳までの方）や１歳未満児の接種費用については、どうなるのでしょうか？
Ａ．健康成人については接種費用軽減対象となりませんので、医療機関窓口では接種費用は全額を支払っていた
だくこととなります。
また１歳未満児については接種費用軽減対象となりますが、償還払いの対象となります。医療機関の窓口では、
接種費用の全額を支払っていただくこととなります。Ｑ②と同様に手続きをしていただき、助成金の交付を受け
ていただきます。
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